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�愛媛県告示第６０７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

戒能歯科医院 戒 能 正 新居浜市江口町４－１９ 平成２１年
１月１日

�������
�愛媛県告示第６０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止
年 月 日

本宮眼科クリニ
ック 本 宮 数 浩 伊予市下吾川９０８番地１ 平成２１年

３月３１日

村上歯科医院 村 上 恵 一 今治市伯方町甲１３３の１ 平成２１年
２月１０日

大 丸 薬 局 大 野 高 溥 新居浜市新田町二丁目１
－５４

平成２１年
２月２８日

新 川 薬 局 新 川 保 大洲市大洲６４２ 平成２１年
３月３１日

�愛媛県告示第６０９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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発 行 愛 媛 県

久万調剤薬局ふ
れあいロード店

株式会社澤田薬
局

上浮穴郡久万高原町久万
１２８１－１

平成２１年
４月１日

本宮眼科クリニ
ック

医療法人本宮眼
科クリニック 伊予市下吾川９０８番地１ 平成２１年

４月１日

岸田メディカル
クリニック

医療法人岸田メ
ディカルクリニ
ック

四国中央市妻鳥町字宮ノ
西１５０６番地１

平成２１年
４月１日

隻手薬師石川眼
科 石 川 明 邦 東温市田窪１４９５－１ 平成２１年

４月１日

うつのみや内科 宇 都 宮 愼 上浮穴郡久万高原町久万
２０６番地５

平成２１年
４月１日

村上歯科医院 村 上 始 今治市伯方町甲１３３の１ 平成２１年
２月１１日

さくら薬局にこ
丸店 有限会社蝶野 新居浜市徳常町９－１８ 平成２１年

４月１日

新 川 薬 局 新 川 祐 司 大洲市大洲６４２ 平成２１年
４月１日

そうごう薬局三
島店

総合メディカル
株式会社

四国中央市中之庄町２８４
－１

平成２１年
４月１日

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社団法人喜多医師会 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 喜多医師会内山訪問看護ステ
ーション 喜多郡内子町城廻２７５－１ 平成１９年５月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第２０６０号 平成２１年４月２８日

平成２１年４月２８日火曜日 第２０６０号

愛 媛 県 報

４５６
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�愛媛県告示第６１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定に

より介護機関を次のように指定した。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介護機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

宇和町特別養護
老人ホーム松葉
寮

社会福祉法人西
予総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４
－１

平成２１年
４月１日

�愛媛県告示第６１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

特別養護老人ホ
ームしいのき園

社会福祉法人野
村町社会福祉協
会

西予市野村町野村８号４６
７番地

平成２１年
４月１日

特別養護老人ホ
ームあけはま荘

社会福祉法人西
予総合福祉会

西予市明浜町狩浜２番耕
地１１７７番地

平成２１年
４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社将歩 新居浜市船木甲３７５３番地の２８ ヘルパーステーション夢求 新居浜市船木甲３７５３番地の２８ 平成２１年４月６日

ＮＰＯ法人ケア・サポート 今治市吉海町臥間４６番地２ シーサイドきくま 今治市菊間町浜１０６１番地 平成２１年３月１８日

株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７番地 通所介護丸三 宇和島市中央町二丁目３－２２ 平成２１年３月２６日

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３ 上島町社協弓削通所介護事業

所
越智郡上島町弓削上弓削１９０７
番地１ 平成２１年４月１日

株式会社アクティブ 新居浜市萩生２３４８番地の４４ 訪問介護ステーションきらめ
き 新居浜市萩生２３４８番地の４４ 平成２１年４月１日

株式会社あけぼの 宇和島市和霊東町三丁目５番
８号 デイサービスセンターあいか 宇和島市高串２番耕地１９１番

地１ 平成２１年４月１日

社会福祉法人西予総合福祉会 西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ 明浜デイサービスセンター 西予市明浜町狩浜２番耕地１１

７７番地 平成２１年４月１日

社会福祉法人西予総合福祉会 西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１

短期入所生活介護事業所あけ
はま荘

西予市明浜町狩浜２番耕地１１
７７番地 平成２１年４月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社エスエー 宇和島市柿原甲１１８７－１ 訪問介護さち 宇和島市柿原甲１１８７－１ 平成２１年３月３１日

ＮＰＯ法人ケア・サポート 今治市吉海町臥間４６番地２ シーサイドきくま 今治市菊間町浜１０６１番地 平成２１年３月１８日

株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７番地 通所介護丸三 宇和島市中央町二丁目３－２２ 平成２１年３月２６日

愛 媛 県 報平成２１年４月２８日 第２０６０号

４５７
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�愛媛県告示第６１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地並び

に居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関（居

宅介護事業者）の辞退があった。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関（居

宅介護支援事業者）の辞退があった。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関（介

護予防事業者）の辞退があった。

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３ 上島町社協弓削通所介護事業

所
越智郡上島町弓削上弓削１９０７
番地１ 平成２１年４月１日

株式会社アクティブ 新居浜市萩生２３４８番地の４４ 訪問介護ステーションきらめ
き 新居浜市萩生２３４８番地の４４ 平成２１年４月１日

株式会社あけぼの 宇和島市和霊東町三丁目５番
８号 デイサービスセンターあいか 宇和島市高串２番耕地１９１番

地１ 平成２１年４月１日

社会福祉法人西予総合福祉会 西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１ 明浜デイサービスセンター 西予市明浜町狩浜２番耕地１１

７７番地 平成２１年４月１日

社会福祉法人西予総合福祉会 西予市宇和町久枝甲１４３４番地
１

短期入所生活介護事業所あけ
はま荘

西予市明浜町狩浜２番耕地１１
７７番地 平成２１年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社エスエー

（変更後）
宇和島市柿原甲１１８７－１

訪問介護さち

（変更後）
宇和島市柿原甲１１８７－１

平成２０年６月２０日
（変更前）
宇和島市和霊東町三丁目３番
１５号

（変更前）
宇和島市和霊東町三丁目３番
１５号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

辞 退 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
辞 退 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ 平成２１年４月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

辞退に係る居宅介護支援事業を行う事業所
辞 退 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ 居宅介護支援事業所スマイル
ライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ 平成２１年４月３０日

愛 媛 県 報平成２１年４月２８日 第２０６０号

４５８
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�愛媛県告示第６１８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町柏１０７５（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

林道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び愛南町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市岸之下土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２１年４月２８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 飯 尾 利 治 新居浜市萩生１３９４

〃 高 橋 博 敏 新居浜市萩生１１７５

〃 森 賀 盾 雄 新居浜市萩生１０９５－１

〃 三 並 清 継 新居浜市萩生１１４－６

〃 森 忠 則 新居浜市萩生１１３７

〃 村 上 晋太郎 新居浜市萩生１３４７－５

〃 森 川 伊勢松 新居浜市萩生１４３０－４

〃 森 賀 昇 新居浜市萩生１４４４

〃 渡 辺 彰 新居浜市萩生４５３－２

〃 武 田 毅 新居浜市萩生５５１－４

〃 伊 藤 健 一 新居浜市大生院５２３

〃 加 藤 久 幸 新居浜市萩生４７１

監 事 森 元 一 夫 新居浜市萩生１３６９

〃 合 田 明 治 新居浜市萩生１３７１

〃 秦 哲 久 新居浜市大生院５８７

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキｏｎｅ新居浜 新居浜市瀬戸町甲４０
７５番地 駐輪場の位置及び収容台数 店舗南西側１３６台 店舗南西側５３台 平成２１年

１２月１８日
平成２１年
４月１７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

辞 退 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
辞 退 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ 平成２１年４月３０日

愛 媛 県 報平成２１年４月２８日 第２０６０号
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退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 飯 尾 利 治 新居浜市萩生１３９４

〃 高 橋 博 敏 新居浜市萩生１１７５

〃 森 賀 盾 雄 新居浜市萩生１０９５－１

〃 三 並 清 継 新居浜市萩生１１４－６

〃 岡 勉 新居浜市萩生１１０８

〃 村 上 晋太郎 新居浜市萩生１３４７－５

〃 森 川 伊勢松 新居浜市萩生１４３０－４

〃 森 賀 昇 新居浜市萩生１４４４

〃 塩 崎 誠 逸 新居浜市萩生１０００

〃 武 田 毅 新居浜市萩生５５１－４

〃 伊 藤 健 一 新居浜市大生院５２３

〃 秦 哲 久 新居浜市大生院５９８

監 事 森 元 一 夫 新居浜市萩生１３６９

〃 合 田 明 治 新居浜市萩生１３７１

〃 福 田 健 剛 新居浜市荻生４４８

�������
�愛媛県告示第６２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市玉津土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２１年４月２８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日 野 昌 訓 西条市玉津３１５

〃 星 加 和 俊 西条市玉津３３１－１

〃 徳 永 俊一郎 西条市玉津３５２

〃 徳 永 芳 夫 西条市玉津２４９－２

〃 越 智 キヨ子 西条市玉津３１３

〃 星 加 祥 男 西条市玉津１５２

監 事 矢 野 桂 蔵 西条市玉津３３６

〃 矢 野 壹 工 西条市玉津１５７－２

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 加 金 次 西条市玉津２４６－２

〃 越 智 良 和 西条市玉津３２４－２

〃 川 上 広士良 西条市玉津４０４

〃 越 智 敦 西条市玉津３１２

〃 星 加 一 二 西条市玉津３１７

〃 日 野 恒 利 西条市玉津３１１－１

監 事 越 智 敏 行 西条市玉津３４３－２

〃 矢 野 一 夫 西条市玉津３９７

�愛媛県告示第６２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町第一土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２１年４月２８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 口 隆 市 西条市小松町南川甲１５７番地第１

〃 堀 江 幸 二 西条市小松町新屋敷甲１８８４番地

〃 松 田 榮 一 西条市小松町新屋敷甲２５５番地

〃 桑 原 矢 一 西条市小松町新屋敷甲３２８番地

〃 首 藤 孟 弘 西条市小松町南川甲２５１番地

〃 渡 辺 彰 西条市小松町南川甲８４番地１

〃 佐 伯 清 廣 西条市小松町新屋敷甲１８１４番地２

〃 安 部 寅 雄 西条市氷見乙１９６８番地２

〃 河 渕 清 孝 西条市小松町新屋敷甲６８７番地

〃 原 章 二 西条市楢木３２６番地１

〃 曽 我 藤 夫 西条市小松町新屋敷甲２３４７番地１

〃 藤 原 義 之 西条市小松町新屋敷甲２４１２番地１

〃 桑 原 拓 司 西条市小松町新屋敷甲２１２０番地２

監 事 谷 口 旺 西条市小松町南川甲２３６番地

〃 尾 上 雄 二 西条市小松町新屋敷甲１８７９番地２

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 口 隆 市 西条市小松町南川甲１５７番地第１

〃 堀 江 幸 二 西条市小松町新屋敷甲１８８４番地

〃 松 田 榮 一 西条市小松町新屋敷甲２５５番地

〃 桑 原 矢 一 西条市小松町新屋敷甲３２８番地

〃 首 藤 孟 弘 西条市小松町南川甲２５１番地

〃 渡 辺 彰 西条市小松町南川甲８４番地１

〃 佐 伯 清 廣 西条市小松町新屋敷甲１８１４番地２

〃 岡 田 富 長 西条市小松町新屋敷甲２２１９番地

〃 河 渕 清 孝 西条市小松町新屋敷甲６８７番地

〃 原 章 二 西条市楢木３２６番地１

〃 桑 原 廣 吉 西条市小松町新屋敷甲５６４番地１

〃 安 部 寅 雄 西条市氷見乙１９６８番地２

〃 曽 我 藤 夫 西条市小松町新屋敷甲２３４７番地１

監 事 谷 口 旺 西条市小松町南川甲２６３番地

〃 尾 上 雄 二 西条市小松町新屋敷甲１８７９番地２

�������
�愛媛県告示第６２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市大町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年４月２８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第６２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

愛 媛 県 報平成２１年４月２８日 第２０６０号

４６０
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人事委員会規則

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

○愛媛県人事委員会規則１３－１６０

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年４月２８日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１６）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

機 関 職 機 関 職

省略 省略

知事

部局

本庁 部長 局長 技術監 えひめブ

ランド推進統括監 危機管理監

環境技術専門監 原子力安全

対策推進監 医監 高速道路推

進監 技幹 課長 室長 課長

補佐 室長補佐 技術課長補佐

技術室長補佐 所長 構造改

革班長 専門員

（秘書課及び財政課に属する

もの並びに人事係、組織定員

係、能力考査係、給与係及び法

令係が所掌する事務の全部又は

一部を専門事項とするものに限

る。） 秘書 検査班長 船長

調整管理係長 政策・予算係

長 企画調整課企画係長 広域

政策係長 地域政策係長 地域

知事

部局

本庁 部長 局長 技術監 えひめブ

ランド推進統括監 危機管理監

環境技術専門監 原子力安全

対策推進監 医監 高速道路推

進監 技幹 課長 室長 課長

補佐 室長補佐 技術課長補佐

技術室長補佐 所長 構造改

革班長 育樹祭調整班長 専門

員（秘書課及び財政課に属する

もの並びに人事係、組織定員

係、能力考査係、給与係及び法

令係が所掌する事務の全部又は

一部を専門事項とするものに限

る。） 秘書 検査班長 船長

調整管理係長 政策・予算係

長 企画調整課企画係長 広域

政策係長 地域政策係長 地域

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三島川之江港線
四国中央市妻鳥町字江ノ西３０５２番２から

同町字亀屋敷９８番７まで

平成２１年４月３０日

１４：００

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 三島川之江港線
四国中央市妻鳥町字江ノ西３０５２番２から

同町字亀屋敷９８番７まで

旧 ２５．０ ０．２１５

新 ２５．０～３８．０ ０．２１５

愛 媛 県 報平成２１年４月２８日 第２０６０号

４６１



振興係長 人事係長 組織定員

係長 能力考査係長 給与係長

福利健康係長 共済・年金係

長 広報係長 報道係長 広

聴・相談係長 自動車

係長 守衛係長 法令係長 表

彰係長 担当係長（秘書課及び

財政課に属するもの、予算及び

庁舎管理を担当するもの並びに

人事係、給与係、福利健康係、

共済・年金係及び法令係が所掌

する事務の一部を管理するもの

に限る。） 主任（秘書課及び

財政課並びに人事係、組織定員

係、能力考査係、給与係及び法

令係に属するものに限る。）

主事（秘書課及び財政課並びに

人事係、組織定員係、能力考査

係、給与係及び法令係に属する

ものに限る。）

振興係長 人事係長 組織定員

係長 能力考査係長 給与係長

福利健康係長 共済・年金係

長 広報係長 報道係長 広

聴係長 庁舎管理係長 自動車

係長 守衛係長 法令係長 表

彰係長 担当係長（秘書課及び

財政課に属するもの、予算

を担当するもの並びに

人事係、給与係、福利健康係

及び法令係が所掌

する事務の一部を管理するもの

に限る。） 主任（秘書課及び

財政課並びに人事係、組織定員

係、能力考査係、給与係及び法

令係に属するものに限る。）

主事（秘書課及び財政課並びに

人事係、組織定員係、能力考査

係、給与係及び法令係に属する

ものに限る。）

出先

機関

省略 出先

機関

省略

衛生環境研究

所

所長 副所長 課長 室長 課

長補佐

衛生環境研究

所

副所長 課長 室長 課

長補佐

省略 省略

省略 省略

教育

委員

会

事務

局

本庁 教育長 副教育長 部長 課長

室長 管理主事 課長補佐

室長補佐 専門員（秘書事務を

専門事項とするもの、人事及び

給与について企画に関する事務

を専門事項とするもの並びに法

令指導係が所掌する事務の全部

又は一部を専門事項とするもの

に限る。） 総務係長 予算係

長 企画調整係長 法令指導係

長 健康支援係長 厚生事業係

長 教職員係長 担当係長（教

育 総 務 課 に 属 す る も の に 限

る。） 主任（総務係に属する

もののうち秘書事務を担当する

もの並びに人事及び給与につい

て企画に関する事務を担当する

もの並びに法令指導係及び教職

員係に属するものに限る。）

主事（総務係に属するもののう

ち秘書事務を担当するもの並び

に人事及び給与について企画に

関する事務を担当するもの並び

に法令指導係及び教職員係に属

するものに限る。）

教育

委員

会

事務

局

本庁 教育長 副教育長 部長 課長

室長 管理主事 課長補佐

室長補佐 専門員（秘書事務を

専門事項とするもの、人事及び

給与について企画に関する事務

を専門事項とするもの並びに法

令指導係が所掌する事務の全部

又は一部を専門事項とするもの

に限る。） 総務係長 予算係

長 企画調整係長 法令指導係

長 教職員係長

担当係長（教

育 総 務 課 に 属 す る も の に 限

る。） 主任（総務係に属する

もののうち秘書事務を担当する

もの並びに人事及び給与につい

て企画に関する事務を担当する

もの並びに法令指導係及び教職

員係に属するものに限る。）

主事（総務係に属するもののう

ち秘書事務を担当するもの並び

に人事及び給与について企画に

関する事務を担当するもの並び

に法令指導係及び教職員係に属

するものに限る。）

省略 省略

愛 媛 県 報平成２１年４月２８日 第２０６０号

４６２



選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１６号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により不在者投票のできる施設として指

定したもののうち、愛媛県身体障害者更生指導所及び医療法人嘉仁

会松山西病院について、次のとおり名称の変更があった。

平成２１年４月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

施設の
種 類 施設の名称 所 在 地

障害者
支援施
設

新 えひめ障害者支援施設道
後ゆう

松山市道後今市１番２号
旧 愛媛県身体障害者更生指

導所

病院
新 医療法人結和会松山西病

院
松山市富久町３６０番地１

旧 医療法人嘉仁会松山西病
院

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

教育

機関

総合教育セン

ター

所長 部長 課長 課長補佐 教育

機関

総合教育セン

ター

所長 部長 総務課長

えひめ青少年

ふれあいセン

ター

所長 所長補佐

省略 省略

博物館 館長 館長補佐

生涯学習セン

ター

所長 課長

省略 省略

省略 省略

人事委員会事務局
局長 次長 課長 係長 担当

係長
人事委員会事務局

局長 次長 課長 係長

監査事務局 局長 次長 監査主幹 監査事務局 局長 次長 課長

省略 省略

備考 省略 備考 省略
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